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「消費者の部屋では」

消費者の皆さまとコミュニケーションを深めるために、農林水産本省の北別館1階に設

けられ、農林水産行政や食生活などについての情報提供などを行っています。また、特

別展示では、これまで延べ190万人を超える方々にご来室いただいております。

これからもわかりやすい情報の提供・相談に努めて参りますので、どうぞお気軽にご

利用ください。

☆ 特別展示のご紹介
● 特別展示の開催状況

日 程 テーマ 入場者数

12月５日～12月９日 「おいしい信州ふーど（風土 」自信あります！ 629人）

12月12日～12月16日 ２０１１国際森林年 373人

● １月以降の特別展示（予定）

日 程 テーマ

１月16日～１月20日 太陽と大地の恵み 砂糖

～日本の砂糖の安定供給を支える仕組み～

GOHO WOOD１月23日～１月27日 みんなで使おう －

２月３日～２月８日 おいしいだけじゃないよチョコレート・ココア

２月９日～２月10日 新しいバレンタインはじまっています～フラワーバレンタイン～

◆ テーマ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆「おいしい信州ふーど（風土 」自信あります！）

PR長野県の協力を得て、信州サーモン、信州黄金シャモ、信州プレミアム牛肉などの

グッズ（ミニブック、パネル、ポスター、リーフレット）の展示を行いました。

◆ テーマ「 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆２０１１国際森林年」◆◆ ◆◆

2011年は、国連が定めた国際森林年（ )です。国際森林the International Year of Forests
年は、世界で「持続可能な森林管理・利用」という森林の成長を超えない範囲での木材

。 、を利用していくことの重要性に対する認識を高めることを目的としています 展示では

2011年に実施した取組を網羅的に紹介しました。
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☆ 平成23年1２月の消費者相談状況（速報）
～電話やメールでご相談を受け付けています～

平成２３年１２月の相談件数は、４９５件（前月７５１件）でした。このうち、

問合せは４０３件、要望・意見は７２件、その他は２０件となりました。

図１ 月別相談件数の推移

〔品目別相談件数〕

表１ 品目別相談件数 図２ 品目別相談比率

（件）

11月 12月 差

-13青果物及びその 68 55

加工品

-42穀類及びその加 164 122

工品

-23特定の商品をあげ 59 36

ないもの

-79農政 118 39

-15水産物及びその 54 39

加工品

-6飲料 13 7

-5農業 22 17

-17畜産物及びその 40 23

加工品

6豆類、いも類及び 10 16

その加工品

-62その他 203 141

-256合計 751 495

青果物及びその加工
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〔内容別相談件数〕

表２ 内容別相談件数 図３ 内容別相談比率

（件）

11月 12月 差

安全・衛生 229 170 -59

表 示 85 46 -39

制度・基準 40 50 10

資料請求・照会 54 11 -43

商品知識 24 19 -5

品質・規格 26 20 -6

生産・流通・消費 20 20 0

そ の 他 273 159 -114

合 計 751 495 -256

〔相談者別件数〕

表３ 相談者別相談件数 図４ 相談者別比率

（件）

11月 12月 差

一般消費者・消 475 288 -187

費者団体

企業関係者及 90 51 -39

びその団体

消費生活センタ 31 36 5

ー等

農林水産業及 46 38 -8

びその団体

マスコミ関係者 4 5 1

子ども 4 1 -3

公務員 32 18 -14

不明・その他 69 58 -11

合計 751 495 -256

◆ 主な要望・意見

＊ 一般市街化区域農地でも後継者が育つように、もっと都市農業に対する税制措

置について尽力して欲しい。

＊ 政府は、日本の食料自給率を向上させるような政策を進めるべき。国内農業の

生産性を向上させ、安全な農産物が供給できる体制を整備し、輸入品の負けない

強い国内農業を確保すべきだ。
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資料請求・照会
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〔子ども相談〕

子ども相談専用電話を設け、農林水産業や食品に関する子どもからの相談や質問にお答

えしています。

平成２３年１２月の子ども相談件数は、前月より３件減少し、１件となりました。

図５ 子ども相談件数の推移

◆ 子ども相談

＊ 農作物の関税について調べています。米の関税よりコンニャクのほうが関税が高

いことを知りましたが、その理由はなんですか。

☆ 相談事例（１２月分）

Ｑ１ 日本のバレイショの栽培時期はいつですか。

Ａ：バレイショの栽培時期（作期）は、大きく分けると春植えと秋植えがあります。春植

えは、主に北海道や東北などで４～５月に作付けし、８～１０月にかけて収穫します。

、 、 、また 秋植えは 九州から瀬戸内海西南沿岸の冬でも暖かい地域で８～９月に植付けし

１１～１月に収穫するものです。このように南北に長い日本では、早春から年の暮れま

で一年を通じて収穫されるため、それぞれの季節に日本全国で堀りたての味を楽しむこ

とができます。

（参考資料： 野菜生産出荷統計」農林水産省）「
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Ｑ２ 冬が旬の野菜を教えてください。

Ａ：冬に旬を迎えて収穫される代表的な野菜には、セリ、小松菜、水菜、しゅんぎく、ほ

うれん草、にら、白菜、れんこん、ごぼう、チンゲンサイなどがあります。一般的に旬

に合わせて栽培された野菜は、生育が旺盛で収穫量も増え、味もよく栄養価も高いとい

われています。

（参考：フードアクションニッポン・ホームページ「旬のたべごろ日本地図 ）」

Ｑ３ カキ（牡蠣）の国内の生産地はどこですか、どのくらいの生産量があるのですか。

Ａ：平成 年漁業・養殖業生産統計によると、カキ類（殻付き）の収獲量は ト22 198,800

ンで、主な収獲地は広島県（ トン 、宮城県（ トン 、岡山県（ ト107,300 40,600 19,000） ）

ン）となっています。

（参考資料： 漁業・養殖業生産統計」農林水産省）「

Ｑ４ 国内のウナギの養殖はどの県で、どのくらい行われているのですか。

Ａ：平成 年漁業・養殖業生産統計によると、国内のウナギ養殖の収獲量は トン22 20,533

で、主な収獲地は鹿児島県（ トン 、愛知県（ トン 、宮崎県（ トン 、8,199 5,002 3,415） ） ）

静岡県（ トン）となっており、静岡県以南の暖かい地域で行われています。1,799

（参考資料： 漁業・養殖業生産統計」農林水産省）「

Ｑ５ 食用の植物油にはどのような種類があるのですか。

Ａ：食用の植物油には、原料により次の種類があります。

① 油糧種子（大豆、菜種、ごま、綿実、あまに等）から抽出したもの

② 農産物の副産物（米ぬか、とうもろこし胚芽）から抽出したもの

③ 海外から輸入した油（パーム油、オリーブ油、ひまわり油、ひまし油等）

平成 年の植物油の総供給量は約 万トンで、菜種油が最も多く、次いでパーム22 254

油、大豆油となっています。国産の原料を主とするこめ油は 番目に多い油となってい5

ます。

（参考：(社)日本植物油協会ホームページ「植物油の基礎知識 ）」



- 6 -

☆地方の「消費者の部屋」だより

消費者コーナー東北農政局 山形地域センター

山形地域センターは、ＪＲ山形駅から東へ約３ｋｍ、山形県庁に隣接して位置して
います。

【消費者コーナー】
玄関に消費者コーナーを常設し、食事バランス

ガイドのパネルやフードサンプルの展示を行って
います。特に、タワー型の食事バランスガイドコ
マ型陳列台には、一日に摂る料理の組み合わせを
実物大の食品サンプルを使って展示しており、何
をどれだけ食べたらいいのかが、一目で分かるよ
うに展示してあります。

消費者コーナーが、農林水産省の情報発信の場
として、当センターに来庁される皆様に関心を持
っていただけるよう、取り組んでいます。

【移動消費者の部屋】
移動消費者の部屋では、通年の取組として、

市町村ロビー、大手スーパー、道の駅等のスペ
ースで 「食育」の理解醸成に向けた食事バラ、
ンスガイドの配布や消費者相談を行い、消費者
の皆様への情報の受発信に努めています。

東北農政局 山形地域センター 消費・安全グループ
〒990-0023 山形市松波1丁目3-7 TEL:023-622-7233 FAX：023-622-7249

消費者の部屋中国四国農政局 松江地域センター

松江地域センターは、ＪＲ松江駅から東へ徒歩約１０分の鉄道高架沿いに庁舎があ
ります。松江市は宍道湖と中海に挟まれた地域にあり、松江藩の城下町として栄えて
きました。本年８月の東出雲町との合併により人口が２０万人を超え、来年４月から
特例市になることが決まっています。

【消費者の部屋】
消費者の部屋は庁舎１階、正面玄関の入り口ロビーにあ

り、農林水産行政、食料消費、食生活等の情報提供を行う
ため、パネル展示、パンフレット、小冊子等の展示、配布
を行っています。パネル展示内容は定期的に入れ替えを行
い、タイムリーな情報提供に努めています。

＜地域センター玄関 消費者の部屋＞

【移動消費者の部屋】
月 日、くにびきメッセ大展示場で開催された「第12 10

１回しまねオーガニックフェア」(主催：島根県、 Ａ島根J
、 ） 「 」 、中央会 ＪＡ全農島根 に 移動消費者の部屋 を開設し

食育や日本型食生活、食品表示等幅広く展示、パンフレッ
ト配布を行いました。来場者の方々には食料自給率のアン
ケート調査を行い、自給率アップへの関心を高めていただ
きました。消費者相談コーナーも設けて、食に関する身近
な相談を受け付けました。
今後もイベント会場等で「移動消費者の部屋」を開設し、＜オーガニックフェアに参加＞

消費者の方々への情報提供と交流を図っていきます。

中国四国農政局 松江地域センター 消費・安全グループ
〒690-0001 島根県松江市東朝日町192 TEL:0852-24-7311 FAX:0852-27-0641

消費者コーナー（コマ型陳列台）

移動消費者の部屋



☆ 消費者の部屋ホームページをご覧ください！

＊ 消費者の部屋のホームページ( から、さまざまな情報http://www.maff.go.jp/j/heya/ )

がご覧いただけます。ぜひアクセスしてみてください。

◇消費者相談

過去の主な相談事例を掲載しています。

◇特別展示のご案内

特別展示のスケジュールや概要について紹介しています。また、パネルの内容や展示

物の写真など、展示の一部を掲載し、東京霞が関まで足を運べなかった方々にも展示情

報をお届けしています。

農林水産省ホームページ・トップ

農林水産省「消費者の部屋」 北別館入口から入館していただくと、通行へお越しの際は、

証無しで入室できます。皆様のお越しをお待ちしています。

平成2４年1月発行

編集・発行 農林水産省 消費・安全局

消費者情報官「消費者の部屋」

担当；船田、新宅、渡辺、松川

TEL ０３－３５９１－６５２９（直通）

FAX ０３－５５１２－７６５１東京メトロ「霞ヶ関」駅

下車。A5、B3a出口すぐ。

ここをクリック
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